
経済産業省独立行政法人評価委員会の業績勘案率（案）について 
 
１ 審議対象案件 

役職及び所掌 
在任期間 

（算定期間） 

業績勘案率（案）※ 

〈経済産業省評価委員会〉 

産業技術総合研究所 

理事長 

H13.4.1～H21.3.31 

(H16.1.1～H21.3.31) 
１．０ 

産業技術総合研究所 

理事 

(評価部、環境安全管理部、

研究環境整備部) 

H15.4.1～H21.3.31 

(H16.1.1～H21.3.31) 
１．０ 

産業技術総合研究所 

理事 

(臨海副都心センター所長、

国際部門等整備部)  

H17.10.1～H21.3.31 

(同上) 
１．０ 

産業技術総合研究所 

監事 

H17.4.1～H21.3.31 

(同上) 
１．０ 

※ 業績勘案率（案）の算定は別紙のとおり。 

 
 
２ 政策評価・独立行政法人評価委員会の意見案 

当委員会の既往の方針等に沿って検討した結果、次案のとおりとしたい。 
 

（案） 
通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 

以上 

資料３－３ 

業績勘案率資料 



別紙 

 
経済産業省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容 

 

法  人  名 役 職 

 
業績勘案率適用期間 

算  定  内  容  

 

業績勘案率 

（案） 

 

機関実績

勘案率 

（※１） 

 

個人業績

勘案率 

（※２） 

 

基礎業績

勘案率 

（※３） 

 

特別に考慮 

すべき事項 

（※４） 

  
(参考) 
在任期間 

 理事長 H16.1.1～H21.3.31 H13.4.1～ １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

産業技術総合研究所 理事 H16.1.1～H21.3.31 H15.4.1～ １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

 理事 H17.10.1～H21.3.31 H17.10.1～ １．０ １．０ １．０ なし １．０ 

 監事 H17.4.1～H21.3.31 H17.4.1～ １．０ １．０ １．０ なし １，０ 

（※１） 「考え方」２．（２）において「当該役員が在職した期間に係る「年度実績評価」に基づく各年度の機関実績勘案率を、その
在職月数に応じ加重平均して求めた率」とされている。 

（※２） 「考え方」２．（３）において「１．０を基本とする」とされている。 
（※３） 「考え方」２．（１）において「「機関実績勘案率α」と「個人業績勘案率β」を算出後、配分率ｘ、ｙ（注：各法人の特性・

役員の職責に応じ決定する。ただし、個人的な業績が付随的なものであることを考慮し、ｙは０．２とする。）を乗じ、「基礎
業績勘案率ε′」を算出する」とされており、その計算式は「ε′＝ｘα＋ｙβ（ｘ＋ｙ=１、ｘ=０．８、ｙ=０．２）（ε′：
基礎業績勘案率、α：機関実績勘案率、β：個人業績勘案率、ｘ：機関実績勘案率の配分率、ｙ：個人業績勘案率の配分率）」
とされている。 

（※４） 「考え方」２．（１）において「通知された基礎業績勘案率に基づき、当該役員の在職中に特筆すべき法人の業績等を勘案し
て当該役員の業績勘案率を決定する」とされており、理事長の業績勘案率の決定に当たっては、「我が国最大の公的研究機関
である産総研の組織立ち上げに尽力したこと、社会的、政策的なニーズに対応した機動的かつ柔軟に組織の改編、新設を行う
仕組みを導入したこと等の功績が挙げられる一方、特許生物寄託センターにおける不適切な対応が発生する等の不祥事もあり、
±０とした。」としている。 

業績勘案率資料 




